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[ 患者への医療の 提供に必要な 利用目的 ] 

CE 僚機関等の内部での 利用に係る事例コ 

・当該医療機関等が 患者等に提供する 医療ワービス 

・医療保険事務 

・患者に係る 医療機関等の 管理運営業務のうち、 

一入退院等の 病棟管理 

一会計・経理 

一 医療事故等の 報告 

一 当該患者の医療 サーヒ スの向上 

( 他の事業者等への 情報提供を伴う 事例コ 

，当該医療機関等が 患者等に提供する 医療 サーヒ スのうち、 

一 他の病院、 診療所、 助産所、 薬局、 訪問看護ステーション、 介護 サー ピス事業者等 

との連携 

一 他の医療機関等からの 照会への回答 

一 患者の診療等に 当たり、 外部の医師等の 意見・助言を 求める場合 

一 検体検査業務の 委託その他の 業務委託 

一家族等への 病状説明 

・医療保険事務のうち、 

一 保険事務の委託 

一審査支払機関へのレセプトの 提出 

一審査支払機関又は 保険者からの 照会への回答 

・事業者等からの 委託を受けて 健康診断等を 行った場合における、 事業者等へのその 結 

果の通知 

・医師賠償責任保険などに 係る、 医療に関する 専門の団体、 保険会社等への 相談又は届 

出等 ， 

C 上記以外の利用目的 ] 

( 医療機関等の 内部での利用に 係る事例 コ 

・医療機関等の 管理運営業務のうち、 

一 医療・介護サービスで 業務の維持・ 改善のための 基礎資料 

一 医療機関等の 内部において 行われる学生の 実習への協力 

一 医療機関等の 内部において 行われる症例研究 

( 他の夢業者筈への 精報提 瞑を伴う事例 コ 

  医療機関等の 管理運営業務のうち、   
一 外部監 奄 機関への 埼報 提供 
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( 介護関係事業者の 場合 ) 

[ 介護サービスの 利用者への介護の 提供に必要な 利用目的 ] 

( 介護関係事業者の 内部での利用に 係る事例 コ 

・当該事業者が 介護 サーヒ スの利用者等に 提供する介護ワービス 

・介護保険事務 

・介護 サーヒ スの利用者に 係る事業所等の 管理運営業務のうち、 

一人 退所 等の管理 

一会計・経理 

一事故等の報告 

一 当該利用者の 介護サ ーヒ スの向上 

( 他の事業者等への 情報提供を伴う 事例コ 

・当該事業所等が 利用者等に提供する 介護 サーヒ スのうち、 

一 当該利用者に 居宅 サーヒ スを提供する 他の居宅 サー ピス事業者や 居宅介護支援事 

業所等との連携 ( サー ピス担当者会議等 ) 、 照会への回答 

一 その他の業務委託 

一家族等への 心身の状況説明 

・介護保険事務のうち、 

一 保険事務の委託 

一審査支払機関へのレセプトの 提出 

一審査支払機関又は 保険者からの 照会への回答 

・損害賠償保険などに 係る保険会社等への 相談又は届出等 

[ 上記以外の利用目的 ] 

( 介護関係事業者の 内部での利用に 係る事例 コ 

・介護関係事業者の 管理運営業務のうち、 

一介護 サーヒ ス や 業務の維持・ 改善のための 基礎資料 

一介護保険施設等において 行われる学生の 実習への 協 ； 
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別表 3  医療・介護関連事業者の 通常の業務で 想定される主な 事例 C 法令に基づく 場合 ) 

C l@ 年 療 機関等の場合 ) 

0 法令上、 医療機関等 ( 医療従事者をき む ) が行うべき義務として 明記されているもの 

・医師が感染症の 患者等を診断した 場合における 都道府県知事等への 届出 ( 感染症の予防 

及び感染症の 患者に対する 医療に関する 法律 第 「 2 条 ) 

・特定生物由来製品の 製造承認取得者等からの 要請に基づき 病院等の管理者が 行う、 当該 

製品を使用する 患者の記録の 提供 ( 薬事法第 68 条の 9) 

・医師、 薬剤師等の医薬関係者による、 医薬品製造業者等が 行 う 医薬品等の適正使用のた 

めに必要な情報収集への 協力 ( 薬事法第 77 条の 3) 

  医師、 薬剤師等の医薬関係者が 行う厚生労働大臣への 医薬品等の副作用・ 感染症等報告 

( 薬事法第 77 条 の 4 の 2) 

・医師等による 特定医療用具の 製造承認取得者等への 当該医療用具利用者に 係わる情報の 

提供 ( 薬事法第 77 条の 5) 

・自ら治験を 行う者が行う 厚生労働大臣への 治験対象薬物の 副作用・感染症報告 ( 薬事法 

第 80 条の 2) 

  処方せん中に 疑わしい点があ った場合における、 薬剤師による 医師への疑義照会 ( 薬剤 

師法第 24 条 ) 

・調剤時における、 患者又は現に 看護に当たっている 者に対する薬剤師による 情報提供 ( 薬 

剤師法第 25 条の 2) 

・医師が麻薬中毒者と 診断した場合における 都道府県知事への 届出 ( 麻薬及び向精神薬取 

締 法第 58 条の 2) 

  保険医療機関及び 保険薬局が療養の 給付等に関して 費用を請求しようとする 場合におけ 

る審査支払機関への 診療報酬請求書・ 明細書等の提出等 ( 健康保険法第 76 条等 ) 

・家庭事情等のため 退院が困難であ ると認められる 場合等患者が 一定の要件に 該当する場 

合における、 保険医療機関による 健康保険組合等への 通知 ( 保険医療機関及 び 保険医療 

養担当規則 男 「 0 条等 ) 

・診療した患者の 疾病等に関して 他の医療機関等から 保険医に照会があ った場合における 

対応 ( 保険医療機関及び 保険医療養担当規則第 1 6 条の 2 等 ) 

・施設入所者の 診療に関して、 保険医と介護老人保健施設の 医師との間の 情報提供 ( 老人 

保健法の規定による 医療並びに入院時食事療養費及び 特定療養費に 係る療養の取扱い 

及び担当に関する 基準第 1 9 条の 4) 

  患者から訪問看護指示書の 交付を求められた 場合における、 当該患者の選定する 訪問看 

護ステーションへの 交付及び訪問看護ステーション 等からの 租談 に応じた指導等 ( 保険 

医療機関及び 保険医療養担当規則 第 「 9 条の 4 等 ) 

・患者が不正行為により 療養の給付を 受けた場合等における、 保険薬局が行う 健康保険組 

合等への通知 ( 保険薬局及び 保険薬剤師療養担当規則 第 7 案 ) 

・医師等による 都道府県知事への 不妊手術又は 人工妊娠中絶の 手術結果に係る 届出 ( 母体 

保護法第 25 条 ) 
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，児童虐待を 受けたと思われる 児童を発見した 者による児童相談所等への 通告 ( 児童虐待 

の防止等に関する 法律第 6 条 ) 

・ 要 保護児童を発見した 者による児童相談所等への 通告 ( 児童福祉法第 25 条 ) 

・指定入院医療機関の 管理者が申立てを 行った際の裁判所への 資料提供等 ( 心神喪失等の 

状態で重大な 他書行為を行った 者の医療及び 観察等に関する 法律 ( 医療観察 法 ) 第 25 

条 ) 

・裁判所より 鑑定を命じられた 精神保健判定 医 等による鑑定結果等の 情報提供 ( 医療観察 

法 第 37 条等 ) 

・指定入院医療機関の 管理者による 無断退去者に 関する情報の 警察署長への 提供 (E 療観 

察法 第 99 条 ) 

  指定通院医療機関の 管理者による 保護観察所の 長に対する通知等 (E 療 観察 法第 「「 0 

条 ・ 第 「「「 条 ) 

・精神病院の 管理者による 都道府県知事等への 措置入院者等に 係る定期的病状報告 ( 精神 

保健福祉法第 38 条の 2) 

0 法令上、 医療機関等 ( 医療従事者を 含む ) が任意に行うことができる 事項として明記さ 

れている ち の 

・配偶者からの 暴力により負傷又は 疾病した者を 発見した者による 配偶者暴力相談支援 セ 

ンター又は警察への 通報 ( 配偶者からの 暴力の防止及び 被害者の保護に 関する法律第 6 

条 ) 

0 行政機関等の 報告徴収・立入検査等に 応じることが 間接的に義務づけられているもの 

・医療監視員、 薬事監視員、 都道府県職員等による 立入検査等への 対応 (B-l@, 療法第 25 条 

及び第 63 条、 薬事法第 69 条、 臨床検査技師、 衛生検査技師等に 関する法律第 20 条 

の 5 等 ) 

・厚生労働大臣、 都道府県知事等が 行 う 報告命令等への 対応 ( 医療法第 25 条及び第 63 

条、 薬事法第 69 条、 健康保険法第 60 条、 第 78 条及び第 94 条等 ) 

・指定医療機関の 管理者からの 情報提供要求への 対応 / 匠 療 観察 法 第 90 条 ) 

・保護観察所の 長からの協力要請への 対応 (E 療 観察浩美「 0 「 条 ) 

・保護観察所の 長 との情報交換等による 関係機関 柏亘 間の連携 (E 療 観察法 弟 「 08 条 ) 

・政府等が実施する 指定統計調査の 申告 ( 統計法第 5 条 ) 

・社会保険診療報酬支払基金の 審査委員会が 行う報告徴収への 対応 ( 社会保険診療報酬支 

払基金法第 1 8 条 ) 

・モニタⅠ監査担当者及び 治験審査委員会等が 行う 原 医療記録の閲覧への 協力 (fE. 薬品 

の臨床試験の 実施の基準に 関する省令第 37 条 ) 
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( 介護関係事業者の 場合 ) 

0 法令上、 介護関係事業者 ( 介護 サー ピス従事者を 含む ) が行うべき義務として 明記され 

ているもの 

・ サー ピス提供困難時の 事業者間の連絡、 紹介等 ( 指定基準、 「特別養護老人ホームの 設 

備及び運営に 関する基準」 ( 以下「最低基準」という。 )) 

・居宅介護支援事業者等との 連携 ( 指定基準、 最低基準 ) 

・利用者が偽りその 他不正な行為によって 保険給付を受けている 場合等の市町村への 通知 

( 指定基準 ) 

・利用者に病状の 急変が生じた 場合等の主治事の 医師への連絡等 ( 指定基準 ) 

0 行政機関等の 報告徴収・立入検査等に 応じることが 間接的に義務つけられている ち の 

・市町村による 文書等提出等の 要求への対応 ( 介護保険法第 23 条 ) 

・厚生労働大臣又は 都道府県知事による 報告命令、 帳 簿書類等の提示命令等への 対応 ( 介 

護保険法第 24 条 ) 

・都道府県知事による 立人検査等への 対応 ( 介護保険法第 76 条、 第 83 条、 第 90 条、 
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別表 4  医療関係資格、 介護サービス 従業者等に係る 守秘義務等 

( 医療関係資格 ) 

保健 師 保健 師 助産 師 看護師法第 42 条の 2 

助産前 刑法第「 34 条 第 「 項 

看 ; 集目 面 保健郎助産前看護師法第 42 条の 2 

准看護 師 保健 師 助産前看護師法第 42 条の 2 

診療放射線技師 診療放射線技師法第 29 条 

臨床検査技師 臨床検査技師、 衛生検査技師等に 関する法律 第 「 9 条 
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 視能訓練士 

臨床工学技士 

義肢装具 士 

視能訓練士 法第 「 9 条 

臨床工学技士 法 第 40 条 

義肢装具 士法 第 40 条 

救急救命士 救急救命士 法 第 47 条 

言語聴覚士 言語聴覚 土法 第 44 条 

歯科衛生士 歯科衛生 士 法華「 3 条の 5 

歯科技工士 歯科技工士 法 第 20 条の 2 
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 柔道整復 師 柔道整復師法 第 「 7 条 の 2 

十着ネ中 ィ呆健ネ昌 ネ虻 土 精神保健福祉 士法 第 40 条 

[ 守秘義務に係る 法令の規定例 ] 

0 刑法第百三十四条 

医師、 薬剤師、 医薬品販売業者、 助産 師 、 弁護士、 弁護人、 な 証人文ほこれらの 職に 

あ った者が、 正当な理由がないのに、 その業務上取り 扱ったことについて 知り得た人の 

秘密を漏らしたときは、 六月以下の懲役又は 十万円以下の 罰金に処する。 

0 保健 師 助産 師 看護師法第 42 条の 2 

保健 師 、 看護 師 又は准看護 師は 、 正当な理由がなく、 その業務上知り 得た人の秘密を 

漏らしてはならない。 保健 師 、 看護師父 は 准看護 師 でなくなった 後においても、 同様と 

する。 
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( 介護サービス 事業者等 ) 

  事業者等   根拠法   

市町村の委託を 受けて要介護 介護保険法第 27 条第 4 項 

認定を行う者 

指定訪問介護事業所の 従業者 指定居宅 サー ピス等の事業の 人員、 設備及び運営に 関する基 

準第 33 条 第 「 頃 、 第 2 項 

指定訪問入浴介護事業所の 従 指定居宅 サー ピス等の事業の 人員、 設備及 び 運営に関する 墓 

業者 準 第 54 条 

指定訪問看護事業所の 従業者 指定居宅 サー ピス等の事業の 人員、 設備及び運営に 関する基 

準第 74 条 

事業所の従業者 

指定訪問し ハピ リテーション 指定居宅 サー ピス等の事業の 人員、 設備及び運営に 関する基 

準 第 83 条 

指定居宅療養管理指導事業所 指定居宅 サー ピス等の事業の 人員、 設備及び運営に 関する 基 

の 従業者 準 第 9 「 条 

指定通所介護事業所の 従業者 指定居宅 サー ピス等の事業の 人員、 設備及び運営に 関する 基 

準第 「 05 条 

事業所の従業者 

指定通所リハビリテーション 指定居宅サービス 等の事業の人員、 設備及び運営に 関する基 

準第 「「 9 条 

の 従業者 

指定短期入所生活介護事業所 指定居宅 サー ピス等の事業の 人員、 設備及 び 運営に関する 基 

華美「 40 条 

の 従業者 

指定短期入所療養介護事業所 指定居宅サービス 等の事業の人員、 設備及び運営に 関する基 

準第 「 55 条 

指定痴呆対応型共同生活介護 指定居宅 サー ピス等の事業の 人員、 設備及び運営に 関する 墓 

事業所の従業者 準第 「 73 条 

指定特定施設入所者生活介護 指定居宅 サー ピス等の事業の 人員、 設備及び運営に 関する 基 

事業所の従業者 準 第 1 92 条 

指定福祉用具貸与事業所の 従 指定居宅 サー ピス等の事業の 人員、 設備及び運営に 関する基 

業者 準第 205 条 

指定居宅介護支援事業所の 介 指定居宅介護支援等の 事業の人員及び 運営に関する 基準第 

護支援専門員その 他の従業員 23 条 第 「 頃 、 第 2 項 

指定介護老人福祉施設の 従業 指定介護老人福祉施設の 人員、 設備及 び 運営に関する 基準 第 

者 30 条 第 ] 頃 、 第 2 項 

介護老人保健施設の 従業者 介護老人保健施設の 人員、 施設及び設備並びに 運営に関する 

基準第 32 条 第 「 頃 、 第 2 項 

業者 

指定介護療養型医療施設の 従 指定介護療養型医療施設の 人員、 設備及び運営に 関する基準 

第 30 条 第 「 頃 、 第 2 項 

特別養護老人ホームの 職員 特別養護老人ホームの 設備及び運営に 関する基準第 28 条 

第 「 頃 、 第 2 項 
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[ 守秘義務に係る 法令の規定例 ] 

0 指定居宅ワービス 等の事業の人員、 設備及び運営に 関する基準 

第 33 条 指定訪問介護事業所の 従業者は、 正当な理由がなく、 その業務上知り 得た 利 

朋音又はその 家族の秘密を 漏らしてはならない。 

2  指定訪問介護事業者は、 当該指定訪問介護事業所の 従業者であ った者が、 正当な理 

由がなく、 その業務上知り 得た利用者又はその 家族の秘密を 漏らすことがないよう、 

必要な措置を 講じなければならない。 
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別表 5  医学研究分野における 関連指針 

0 「ヒトゲノム・ 遺伝子解析研究に 関する倫理指針」 ( 平成「 3 年 3 月 29 日文部科学 省 ・ 

厚生労働省・ 経済産業省告示 第 ] 号 ) 

0 「遺伝子治療臨床研究に 関する指針」 ( 平成「 4, 年 3 月 27 日文部科学 省 ・厚生労働省 告 

示第 「 号 ) 

0 「疫学研究に 関する倫理指針」 ( 平成「 4 年 6 月「 7 日文部科学 省 ・厚生労働省告示第 2 

口 ) 

0 「臨床研究に 関する倫理指針」 ( 平成「 5 年ア 月 30 日厚生労働省告示第 255 号 ) 

" 一 
0 「ヒト遺伝情報に 関 ，る 国際 豊苫 」ぐ し NESCO  Octo め er 「 6. 2003   

0 「遺伝学的検査に 関するガイドライン」 ( 平成「 5 年 8 月 遺伝医学関連 1 0 学会 : 日本 

遺伝カウンセリンク 学会、 日本遺伝子診療学会、 日本産科婦人科学会、 日本小児遺伝学 

会、 日本人類遺伝学会、 日本先天異常学会、 日本先天代謝異常学会、 日本マススクリー 

二 ンク学会、 日本臨床検査医学会 ( 以上五十音順 ) 、 家族性腫瘍研究会 ) 

Q              「 ヒ ・ キ ・ 逮 ・ 思犠 ・   報 ・に・ 閥苓 " る墨際壷忘 」‥   人 ・ U 隈巨 SQ ④   -@0e3to わ e ヂ Ⅱ・・ @....- 忽コ Q39       
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